
八王子市における自殺未遂者対応ガイド作成の取組 

 

八王子市保健所 保健対策課 星野 裕美子、佐藤 てるみ、波塚 美千代 

宮本 祐子、髙橋 梨恵、鷹箸 右子、渡邉 洋子 

はじめに 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、令和 2 年を境に全国の自殺者数が増加した。   

八王子市でも 20 歳代を中心に自殺者数が増加し、自殺対策の重要性を認識している。 

 自殺の最も高い危険因子として「自殺未遂歴」がある。特に自殺未遂から 1 年以内は再企

図の危険性が高いとされていることから、未遂者支援に特化した取組が必要と考えた。 

八王子市では、平成 30年度に自殺対策計画を策定し、外部委員による自殺対策検討会議

や庁内連絡会等を活用し、対策を推進してきた。その過程で、精神科病院が多い地域性を 

活用し、未遂者への再企図防止に取り組むために、自殺未遂者支援会議を組織し検討するこ

ととした。 

 自殺未遂者支援会議で検討をした結果、救急病院と精神科病院及び地域の社会資源をつ

なぐツールの必要性が明らかになった。そこで、「八王子市自殺未遂者対応ガイド（救急  

外来用）」（以下、「ガイド」と略す）を作成したので、その経過と内容について報告する。 

 

1．八王子市の概況 

 八王子市は東京都の西部に位置する、

人口 57 万 9,355 人の中核市である。市内

38 病院のうち、精神科病院は 16 病院、救

急病院は 12 病院あり、世界一の精神科病

床数を有するといわれている。（図 1） 

 

2．未遂者支援の流れ 

令和元年に、自殺未遂者支援会議を発

足し、市内救急病院への実態調査内容や

連携の在り方について検討を重ね、関係

機関同士のネットワーク基盤が構築され

た。救急病院への調査の実施を経て、ガ

イドの初版を作成した。 

 

3. 自殺未遂者支援会議について 

初年度の会議では、救急病院からは「精神科医療へつなぐ必要性の判断」、「本人を帰宅

させるか、精神科を紹介するかの判断の難しさ」といった声が聞かれた。 

図 1 八王子市の概況 

図 2 自殺未遂者支援会議 



また、精神科病院からは「措置・

医療保護入院等、精神科の入院形態

やシステムを正しく救急病院と共有

できるとよい」との意見があった。

（図 2） 

 

4. 救急病院への調査

令和 2年 6月～7 月にかけて、救

急病院に搬送された自殺未遂者（以 

下、「未遂者」と略す）の実態調査を

行い、全ての病院から回答があっ

た。未遂者のうち、70%が処置後に入

院もしくは転院という形で医療に繋

がり、30%がそのまま帰宅している。

帰宅した未遂者のうち、72%は精神科

受診のための紹介状の発行は 

なかった。（図 3） 

調査結果より、未遂者をキャッチした救急病院と精神科病院、及び行政機関等地域の社会

資源との連携強化の必要性を再確認できた。行政に対しては、未遂者に対応可能な精神科 

病院や地域の相談窓口の情報提供、相談窓口の充実､市民の意識向上のための普及啓発､家

族・遺族支援の充実の順で積極的な取組を期待されていた。（図 4） 

 

5. ガイド作成経過と内容 

 救急病院の医師や看護師が、患者の状況によってその後の対応をより適切に判断できる

ように、日本精神科救急学会が発行した「精神科救急医療ガイドライン」等を参考に、自殺

未遂時の身体・精神状態に応じた対応をフローチャート化したガイド案を作成した。それを

もとに、救急病院、精神科病院双方から意見を募った。入院とならない患者や帰宅要求の 

強い患者には、本人等の同意を得た上で救急病院から保健所へ連絡するよう記載する、本人

や家族向けの相談窓口を追加する等修正を重ね、令和 3年 12 月、救急病院へ試行版を配布

した。 

図 4 救急病院への実態把握調査 考察 

図 3 救急病院への実態把握調査 結果 



 ガイドの表紙は、 

自殺未遂を起こした 

患者さんからのメッセ

ージと絵を用い、裏表

紙は、救急病院のスタ

ッフが未遂者へ情報提

供しやすいよう、相談

窓口を掲載している。

（図 5） 

 

 

 

 

ガイドでは、救急搬送され

た未遂者を、身体科入院の必

要性の有無、精神科入院の必

要性の有無、精神科通院の必

要性の有無に分けてフロー

チャート化し、搬送時の身体

および精神状態に応じて、対

応をAからEの 5段階に分類

した。（図 6、7） 

表 1 参照 

表 2 参照 

図 6 ガイドの内面 （フローチャートとリスク評価表） 

図７参照 

図 7 自殺未遂者対応ガイド（フローチャート） 

図 5 ガイドの表紙と裏表紙 



また、身体的、精神的アプ 

ローチの必要性ごとに分けた

A から E の分類を図式化した。    

例えば、身体的入院は必要

ないが、精神症状により自傷

他害の恐れがある場合であれ

ば 110 番通報する（B）、とい

った形で対応を進める。 

（表 1） 

 

 

表 2 は、日本精神科救急学会による「自殺未遂者のリスク評価と対応」である。救

急病院でリスク判断に迷った時の参考資料として掲載している。 

 

 

おわりに 

今回、自殺未遂者対応ガイドを作成する過程を通して、救急病院と精神科病院、さらに行

政機関が顔の見える関係を構築でき、未遂者支援における共通の認識が出来た。 

今後、完成版を市内救急病院へ配布し、ガイドを積極的に活用していただくよう研修を開

催する予定である。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今後も自殺者が増加することが危

惧される。今回の「自殺未遂者対応ガイドの作成」を通して構築されたネットワークを活用

し、引き続き未遂者支援に向けた取組を展開していきたい。 

表 2 自殺未遂者のリスク評価と対応～日本精神科救急学会｢精神科救急医療ガイドライン｣より～ 

表 1 自殺未遂者対応ガイド（分類別対応） 


